
（ 1 ） 

議案第 120 号 

平成 29 年度釜石市一般会計補正予算（第 4号） 

の専決処分の承認を求めることについて 

 

 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により、平成 29 年度釜石市一般会計補正予算（第 4 号）を別紙のとおり専決処

分したので、同条第 3項の規定により、これを報告し承認を求める。 

 

 

 

 

 

平成 29 年 12 月 4 日提出 

釜石市長 野 田 武 則             

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 2 ） 

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 

 平成 29 年度釜石市一般会計補正予算（第 4 号）は、10 月 22 日執行の衆議院議員総選挙に伴い、予算の補正を必要とするが、特に緊急を要

するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定に

より、別冊のとおり専決処分する。 

 

 

 

 

 

平成 29 年 9 月 28 日 

釜石市長 野 田 武 則             

 

 

 



平 成 2 9 年 度 

 

 

 

釜 石 市 補 正 予 算 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 9 月 
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1．平成 29 年度釜石市一般会計補正予算（第 4 号） 

 

 

 

 

 
 



 



（ 1 ） 

 

平成 29 年度釜石市一般会計補正予算（第 4号） 

 

 

 

 平成 29 年度釜石市の一般会計の補正予算（第 4号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 26,000 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 70,114,000 千円とする。 

2  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 







平 成 2 9 年 度 

 

 

 

釜 石 市 補 正 予 算 に関 する説 明 書 
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1．平成 29 年度釜石市一般会計補正予算（第 4 号）に関する説明書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 











（ 5 ） 

給   与   費   明   細   書 
１． 特 別 職 

区      分 職 員 数 

給        与        費 

共 済 費 合  計 備 考 
報  酬 給  料 

期 末 手 当 

年間支給率 

（月 分） 

地域手当 寒冷地手当 
その他の 

手 当 
計 

補 正 後 

長 等 

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円  

2  17,280 
5,382 

(3.25) 
  120 22,782 4,119 26,901  

議 員 19 72,612  
22,616 

(3.25) 
   95,228 28,320 123,548  

その他の

特 別 職 
1,455 221,532 6,576 

2,049 

(3.25) 
  334 230,491 26,378 256,869  

計 1,476 294,144 23,856 30,047   454 348,501 58,817 407,318  

補 正 前 

長 等 2  17,280 
5,382 

(3.25) 
  120 22,782 4,119 26,901  

議 員 19 72,612  
22,616 

(3.25) 
   95,228 28,320 123,548  

その他の

特 別 職 
1,340 219,885 6,576 

2,049 

(3.25) 
  334 228,844 26,378 255,222  

計 1,361 292,497 23,856 30,047   454 346,854 58,817 405,671  

比 較 

長 等            

議 員            

その他の

特 別 職 
115 1,647      1,647  1,647  

計 115 1,647      1,647  1,647  

 



（ 6 ） 

２. 一 般 職 

（１）総  括 

区 分 職 員 数 
給       与       費 

共 済 費 合  計 備  考 
報  酬 給  料 職員手当 計 

補 正 後 

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円  

(14) 

406 
 1,533,506 1,244,501 2,778,007 454,677 3,232,684  

補 正 前 
(14) 

406 
 1,533,506 1,232,362 2,765,868 454,677 3,220,545  

比 較 
(0) 

0 
 0 12,139 12,139 0 12,139  

（ ）内は、再任用短時間勤務職員について外書きしている。 

職員手当の内訳 

区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 初任給調整手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 

補   正   後 
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 

37,950 576 20,706 － 27,334 － 109,797 

補   正   前 37,950 576 20,706 － 27,334 － 97,658 

比 較 0 0 0 － 0 － 12,139 

 

区 分 
管 理 職 員 

特別勤務手当 
管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 児童手当 災害派遣手当 単身赴任手当 

補   正   後 
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 

1,000 25,162 355,288 231,901 332,396 25,020 74,899 2,472 

補   正   前 1,000 25,162 355,288 231,901 332,396 25,020 74,899 2,472 

比 較 0 0 0 0 0 0 0 0 
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細 

区   分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説       明 備       考 

 

給    料 

千円 

 給与改定に伴う 

増 減 分 

千円 

 

 

 

昇 給 に 伴 う 

増 加 分 
 

 

 

その他の増減分   

 

 

職 員 手 当 

 

12,139 制度改正に伴う 

増 減 分 
 

その他の増減分 

調整等に伴う増減分    

 時間外勤務手当 12,139 千円 

 

 



 


